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｢法定調書顧問 Ver.H19.1｣で対応予定の内容についてご案内致します。 

1．データの利用について 
データ移行保証バージョン・・・Ver.H18.1＊以降 

上記のバージョンからデータ移行が可能です。 

＜上記以外のバージョンをお使いの場合＞ 

バージョンアップの際にデータが正常に変換できない可能性があります。変換ができない場合はデータを新たに

入れ直してお使いいただくことになります。変換後のデータをよくお確かめいただきご利用ください。 

2．法改正の内容とシステムの対応について 

システムに関係する法改正の内容と、システムの対応予定は次のとおりです。 

■定率減税の廃止 

平成 18 年度の税制改正により、平成 18 年分をもって定率減税が廃止されたため、平成 19 年分以

後の源泉徴収及び年末調整においては定率減税の適用がなくなりました。 

●システムでは、次の対応を予定しています。 

定率減税の廃止に伴う、平成 19 年度の年末調整の計算および様式変更に対応します。 

■地震保険料控除の創設 

平成 18 年度の税制改正により、損害保険料控除が改組され、居住者等の有する居住用家屋・生活用

動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額をて

ん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金（以

下「地震保険料」といいます。）を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計

額（最高 5 万円）を「地震保険料控除」としてその居住者のその年分の総所得金額から控除すること

されました。 

また、経過措置として、平成 18 年 12 月 31 日までに締結した｢長期損害保険契約等｣については、

平成 19 年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額を控除（最高 1 万 5 千円）が適

用されます。この改正は平成 19 年以後の所得税について適用されます。 

10,000 円以下 支払った保険料の全額 

10,001 円から 20,000 円まで （支払った保険料の金額の合

計額）×0.5＋5,000 円 

①支払った損害保険料が長期

損害保険料だけの場合 

20,001 円以上 一律に 15,000 円 

2,000 円以下 支払った保険料の全額 

2,001 円から 4,000 円まで （支払った保険料の金額の合

計額）×0.5＋1,000 円 

②支払った損害保険料が短期

損害保険料だけの場合 

4,001 円以上 一律に 3,000 円 

イ長期損害保険料について①により

求めた金額と、短期損害保険料に

ついて②により求めた金額との合

計額が 15,000 円以下 

その合計の金額 

改 

正 

前 

③支払った損害保険料が長期

損害保険料と短期損害保険

料との両方である場合 

ロ上記イの合計額が15,001円以上 一律に 15,000 円 

50,000 円以下 支払った保険料の全額 ①支払った保険料が地震保険

料だけの場合 50,001 円以上 一律に 50,000 円 

10,000 円以下 支払った保険料の全額 

10,001 円から 20,000 円まで （支払った保険料の金額の合

計額）×0.5＋5,000 円 

②支払った保険料が旧長期損

害保険料だけの場合 

20,001 円以上 一律に 15,000 円 

イ地震保険料について①により求め

た金額と、旧長期損害保険料につ

いて②により求めた金額との合計

額が 50,000 円以下 

その合計の金額 

改 

正 

後 ③支払った保険料が地震保険

料と旧長期損害保険料との

両方である場合 

ロ上記イの合計額が50,001円以上 一律に 50,000 円 

｢法定調書顧問｣ 平成19年度年末調整対応版 概要(Ｖｅｒ.H19.1) 

概要のバージョンの表記について 

「Ver.H19.1」のように小数点以下 2 桁目は

省略して記載しています。正確なバージョンはシ

ステム起動後の［ヘルプ］-［バージョン情報］

で確認できます。 
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●システムでは、次の対応を予定しています。 

地震保険料控除の創設に伴う、控除の自動計算および様式変更に対応します。 

■税源移譲の実施に伴う住宅借入金等特別控除額の特例措置 

住宅借入金等特別控除の適用がある方（平成 11 年から平成 18 年までの間に入居した方に限ります。）

の平成 19 年分以降の各年分において、住宅借入金等特別控除可能額と、税源移譲実施前の税率を適

用して算出した所得税額（住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額としま

す。）のいずれか少ない金額から当該年分の所得税額（住宅借入金等特別控除額の適用がないものと

した場合の所得税額とします。）を控除した残金（０を下回る場合を除きます。）については、翌年

度分の個人住民税から、その残額に相当する金額を減額できる措置が講じられています。 

なお、この措置は、対象者が市区町村長に対し「市町村民税及び都道府県民税住宅借入金等特別税額

控除申請書」を各年度の提出期限までに提出した場合に適用することとされています。 

（例）・住宅借入金等特別控除額 ・・・25 万円 

・年調年税額 ・・・15 万円 

の場合、差額の 10 万円を住民税から控除することが可能となります。 

●システムでは、次の対応を予定しています。 

[給与支払報告書／源泉徴収票]画面の「住宅借入金等特別控除額」の超過額表示のチェックを削

除します。 

また、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の表示を追加します。（ただし、住宅借入金

等特別控除額が算出税額を超える場合のみ） 

■源泉徴収の対象となる報酬・料金等の範囲に通訳料を追加 

居住者に対し国内において翻訳料など一定の報酬・料金等の支払をする者は、その支払の際、その

報酬・料金等について一定の税率による所得税を徴収することとされていますが、平成 19 年度の

税制改正により通訳に係る報酬・料金を支払う際にも、その報酬・料金等の額に対し一定の税率に

よる所得税を徴収することとされました。 

この改正は、平成 19 年 7 月 1 日以後に支払うべき通訳に係る報酬・料金について適用されます。 

●システムでは、次の対応を予定しています。 

[支払を受けるもの] [報酬等入力]画面において、区分「18：翻訳料」を「18：翻訳料・通訳

料」に変更します。 

 
３．機能アップ等による変更点 

■データ選択保守画面 

法定調書顧問を Ver.H19.10 にバージョンアップ後、データ変換を行う際にメッセージを表示し、システ

ム内部に保持されている「住民税（納付先）」の情報を削除するか、しないかの選択を可能とします。 

■住民税の納付先の設定変更対応 

・「コード」の初期値を 6 桁に変更 

住民税の納付先を設定する際、＜検索＞を使用したコードの初期設定については、JIS の都道府県

コード 2 桁及び市区町村コード 3 桁からなる、5 桁の地方公共団体コードを使用していましたが、

今後は JIS の都道府県コード 2 桁＋市区町村コード 3 桁＋チェックデジット 1 桁による 6 桁の設

定に変更します。 

・「市町村コード」欄の追加 

従来の「コード」とは別に「市町村コード」が設定できるようになります。 

「市町村コード」は、Ver.H19.1 の電子申告で対応予定の「給与支払報告書の地方への電子申請」

で使用します。（半角 6 桁、任意設定） 

■退職所得の源泉徴収票 

従業員情報で在職区分を「退職」とした場合の「退職所得の源泉徴収票」の提出区分の初期表示を「提

出する」から「提出しない」に変更します。（電子申告用ファイルの出力対象としないため） 
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■マルチモニタ対応 

マルチモニタに対応します。 

マルチモニタとは、1 台のコンピュータに 2 面のディスプレイを接続して表示する使用方法です。 

1 面のディスプレイに表示できる内容を 2 面に分けて表示するため、重ねて表示したくない画面も余

裕をもって配置でき、一方のディスプレイの画面を見ながら、もう一方のディスプレイ作業が可能で

す。 

■汎用データ受入 

部門設定を使用している会社データに従業員マスタを受入する場合は、受入データに部門コードを設

定することが必須でしたが、これを任意とします。また、部門間で移動がある場合の部門変更処理も、

汎用データの従業員マスタの受入で可能となります。 

■源泉徴収簿 

Ver.H19.1 にバージョンアップして、平成 18 年度版で使用していたデータをデータ変換した直後は、

Ver.H19.1 で年調計算が行われていないことを明らかにするため、[源泉徴収簿]の従業員選択画面に

表示される年調計算の「済」マークをクリアします。Ver.H19.1 であらためて＜年調計算＞を行って

ください。 

※クリアされるのは「済」マークのみです。平成 18 年度版で入力した年末調整に関するデータ（「配

偶者の合計所得」等）は保存されています。 

■退職所得の源泉徴収票 

従業員情報で在職区分を「退職」とした場合の「退職所得の源泉徴収票」の提出区分の初期表示を「提

出する」から「提出しない」に変更します。（電子申告用ファイルの出力対象としないため） 

■郵便番号辞書／市町村辞書の更新 

郵便番号辞書、銀行コード辞書、市町村辞書の内容をそれぞれ更新します。 

・郵便番号辞書  ：平成19年9月28日現在の郵便番号辞書に更新する予定です。 

・市町村辞書    ：平成19年10月1日現在の市町村辞書に更新する予定です。 

4．電子申告対応版（Ver.H19.10.e1）について 

法定調書顧問Ver.H19.1の電子申告対応については今回のプログラムには含まれません。 

プログラムのダウンロードの提供については12月下旬を予定しております。 

対応概要につきましては、別途ご連絡いたします。 

5．動作環境 

動作環境 詳     細 

基本ソフト Windows®Vista/XP/2000/※1 

CPU 

Windows VistaTM：800MHz 以上（1GHz 以上を推奨） 

Windows® 2000：PentiumⅡ 以上(400 MHz 以上を推奨) 
Windows® XP：PentiumⅡ 400MHz 以上(PentiumⅢ 500 MHz 以上を推奨) 

メモリ 

Windows VistaTM：512MB（1GB 以上推奨） 

Windows® 2000 Professional：64 MB 以上（128 MB 以上を推奨） 
Windows ®XP／Windows® 2000 Server：128 MB 以上（256 MB 以上を推奨） 

ディスプレイ 

（解像度） 

1024×768（小さいフォント）を推奨（Windows XP の場合は「標準のフォント」） 

表示色：High Color(16 ビット)以上推奨 

HDD 

データ容量：初期値4MB+（登録会社数×2.7MB） 

プログラム容量：56MB以上 

上記以外に必要な容量：郵便番号辞書もセットアップする場合は、上記に加えて約20MB以上必要

プリンタ 
上記対応OSで使用可能なページプリンタ・インクジェットプリンタ 

複写能力5枚以上で136桁の印刷ができるインパクトプリンタ (EPSON製VPシリーズ) 

※1  Windows®95、Windows98、Windows Me、Windows NT4.0は動作対象外です。 



H19.1 概要 

4 / 5 

６．データの互換性について 

InterKX給与計算・法定調書、給与応援Superネットワーク版／スタンドアロン版、給与応援Lite、

法定調書顧問は同じバージョン(Ver.H19.1)でデータの互換性があります。ただし、法定調書顧問

に移行する場合は、移行する前に年末調整メニューの＜年末調整／一覧入力＞で＜年調計算＞を実

行してください。同じバージョン間で会社データを移行する場合は、バックアップとリストアで行

います。 

法定調書顧問よりデータをInterKX給与計算・法定調書、給与応援Superネットワーク版／スタン

ドアロン版、給与応援Liteにリストアする場合で、年末調整のみ行う場合は、リストア後、 

設定メニューの＜計算条件＞で年末調整の使用方法が「年末調整のみ使用」になっていることを確

認してから年調処理を行ってください。 

7．プロダクトIDについて 
プログラムのセットアップ(インストール)時にプロダクトＩＤを入力していただきます。プロダクトＩＤは

製品固有の24桁の数字で、同一のプロダクトＩＤは存在しません。1つの製品を複数のコンピュータに

セットアップされた場合、2台目以降では、別のプロダクトＩＤを入力されるまでプログラムの起動が

できなくなります。プロダクトIDが記載されたラベルは、CD-ROMのケース(ライセンス商品の場合はラ

イセンス使用許諾証またはプロダクトIDのご案内ハガキ)に貼られます。詳細は改版商品に同梱のご案

内(手順書)をご参照ください。 

ライセンス商品のご案内 

｢応援シリーズ｣で、同一プログラム(スタンドアロン版)を複数本使用される場合、２本目以降の

ライセンス商品(及び年間プログラム保守契約)を割安価格でご用意しています。 

■ライセンス商品はこんなときに最適です。 

①企業又は会計事務所内において、複数台のパソコンで使用する場合 

②本社以外の出先拠点(支社、営業所等)において使用する場合 

③会計事務所において、在宅処理や外出先処理(モバイル用途)等の所外で使用する場合 

④学校等の教育用途として使用する場合 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【著作権･使用許諾契約について】プログラムを使用するには、著作権法及び使用権許諾契約により、１台の

コンピュータにつき１ライセンスの使用許諾が必要です。  


